
阿賀野市告示第１１５号 

 阿賀野市地方産業育成資金貸付規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年４月３０日 

                        阿賀野市長  加 藤 博 幸  

 

   阿賀野市地方産業育成資金貸付規程の一部を改正する規程 

 阿賀野市地方産業育成資金貸付規程（平成１６年阿賀野市告示第３０号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第２中「１．８５％」を「２．１０％」に、「２．０５％」を「２．３０％」に、

「２．３５％」を「２．６０％」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月３０日から施行する。 
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